
【令和元年１０月１日現在】

の手続費用一覧◆◆◆
高松地方裁判所

１　　申立手数料（貼付印紙額）

１０，０００円

２　　民事通常再生予納金（原則基準額とするが，事案に応じて増額する場合もあります）

３　　予納郵券組合せ

１０００円 × ３組

８４円 × ３組

１０円 × ３組

５円 × ３組

以上については，申立代理人に交付送達可能な場合は不要

４３５円 × １０組

１２０円 × （債権者数×２＋１０）組

８４円 × ３０組

２０円 × （債権者数＋１０）組

１０円 × ３０組

　５億円以上～１０億円未満

　１億円以上～５億円未満

　５０００万円以上～１億円未満

　５０００万円未満

１２００万円　５００億円以上～

　２５０億円以上～５００億円未満

　１００億円以上～２５０億円未満

　５０億円以上～１００億円未満

４００万円

５００万円

６００万円

７００万円

８００万円

１０００万円

　１０億円以上～５０億円未満

　　負債総額８０００万円～

６０万円

７０万円

　個人事業者（従業員５名以上）

　個人事業者（従業員４名以下）

　個人（非事業者）

　　負債総額５０００万円未満 ５０万円

　　負債総額５０００万円以上～８０００万円未満

上記基準額

　　負債総額１億円未満 ２００万円

　　負債総額１億円以上 上記基準額一覧表から適宜減額

　個人事業者（従業員なし，親族のみ１名）

１社あたり５０万円～基準額の半額

１人あたり４０万円～８０万円

１００万円

　　※　申立法人の決議前に限る。申立てが決議後になった場合は，適宜増額

　　※　上記の個人が法人に先行して申し立てた場合，後に申し立てられた法人の予納金にて調整

　申立法人の関連法人

　個人（申立法人の代表者，役員，保証人）

◆◆◆民事再生事件

法人の負債総額 基準額

２００万円

３００万円



【令和元年１０月１日現在】

の手続費用一覧◆◆◆

高松地方裁判所

１　　申立手数料（貼付印紙額）

１０，０００円

２　　予納金額

本人申立の場合

（個人再生委員報酬分２０万円を含む）

代理人申立の場合

３　　予納郵券組合せ

１２０円 × （債権者数×２）組

２０円 × （債権者数×１）組

８４円 × １０組

１０円 × １０組

１，０８９円

◆◆◆個人再生事件

　　　２１３，７４４円

１３，７４４円

（ただし，本人申立ての場合，内訳５００円×２組，８４円×１組，５円×１組）


